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。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
教
員
の
不
祥
事
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

教
育
職
員
に
係
る
懲
戒
処
分
等
の
状
況
に
関
す
る
調
査
（
以
下
「
懲
戒
処
分
等
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
各
教
育
委
員
会

に
お
け
る
教
育
職
員
の
服
務
規
律
の
確
保
に
資
す
る
た
め
に
文
部
科
学
省
に
お
い
て
毎
年
度
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

調
査
対
象
と
し
て
い
る
懲
戒
処
分
は
、
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
、
各
教
育
委
員
会
が
定
め
た
懲
戒
処
分
の
基
準
等
に
基
づ
き
、
教
育
職
員
に
対
し
て
行
っ
た
全

て
の
懲
戒
処
分
で
あ
り
、
そ
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
等
」
の
ほ
か
、
「
交
通
事
故
」
、
「
体
罰
」
、
「
公

費
の
不
正
執
行
又
は
手
当
等
の
不
正
受
給
」
、
「
傷
害
、
暴
行
等
及
び
刑
法
違
反
」
、
「
金
銭
、
異
性
関
係
等
の
非
行
」
等

の
処
分
事
由
ご
と
に
統
計
を
と
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

懲
戒
処
分
等
調
査
に
お
い
て
は
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
等
」
に
係
る
懲
戒
処
分
の
被
処
分
者
に
つ
い
て
の
み
年
齢
階
層
別
の

統
計
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
一
年
度
で
は
、
二
十
歳
代
が
二
十
六
人
、
三
十
歳
代
が
三
十
四
人
、
四
十
歳
代
が

四
十
七
人
、
五
十
歳
以
上
が
三
十
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
四
十
歳
代
の
被
処
分
者
数
が
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
被
処
分
者

一



が
職
員
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
調
査
し
て
い
な
い
。

四
、
六
及
び
八
に
つ
い
て

教
育
職
員
の
不
祥
事
の
背
景
に
つ
い
て
、
一
部
の
教
育
委
員
会
か
ら
は
、
教
育
職
員
の
規
範
意
識
の
欠
如
等
が
あ
る
と
聞

い
て
い
る
。
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
教
育
職
員
の
不
祥
事
を
防
止
す
る
た
め
、
懲
戒
処
分
の
基
準
を
策
定
し
て
、
こ
れ

を
教
育
職
員
に
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
非
違
行
為
の
抑
止
を
図
る
ほ
か
、
不
祥
事
防
止
に
係
る
啓
発
資
料
を
作
成
し
て
教
育

職
員
に
配
付
す
る
こ
と
、
服
務
規
律
の
確
保
の
た
め
の
教
育
職
員
向
け
の
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
各
教
育
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ

り
、
教
育
職
員
の
服
務
規
律
の
確
保
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
指
導
の
徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
教
育
職
員
に
係
る
懲
戒
処
分
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
今
後
調
査
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
現
時
点
で
把
握
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
私
立
学
校
を
対
象
と
し
た
調
査
は
実
施
し
て
い
な
い
。

二



九
に
つ
い
て

公
立
学
校
（
大
学
を
除
く
。
）
の
教
員
採
用
に
つ
い
て
は
、
教
員
の
任
命
権
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
の
判
断
に
お
い
て
適

切
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
各
教
育
委
員
会
に
お
い
て
優
秀
な
教
員
が
採
用
さ
れ
る
よ

う
、
教
員
の
採
用
選
考
に
当
た
り
、
人
物
評
価
を
重
視
し
、
教
員
と
し
て
の
適
格
性
を
有
す
る
人
材
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

等
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


